


 

 

2025 年 4 月 11 日 

 

関東財務局長 殿 

 

 

代理人 ：  ゴールドマン･サックス証券株式会社 

代理人住所 ： 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号 

  虎ノ門ヒルズステーションタワー 

 

委 任 状 

 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーは、ここにゴールドマン･サックス証券株

式会社を日本における代理人として選任します。 

 

記 

 

金融商品取引法第２章の３「株券等の大量保有の状況に関する開示」（以下「ルール」という）

に定める各種報告書の作成及び提出に関する一切の件。 

 

 

本委任状の有効期限は、当該期限日より以前に別途書面にて無効とした場合を除いて、2028 年 4 月 30

日までです。ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーは、委任状を制限無く単独

で取り消すことができるものとします。 

 

本委任状はニューヨーク州の法律に規定され、準拠しています。 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（署名） 

[氏名] Carmine Venezia           

[役職] 共同チーフ・コンプライアンス・オフィサー             

 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー 
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